
都道府県等が実効性の高いアクションプランを
策定するための手引き

※ 本手引きは、環境省が、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）第３条第３項に基づく国の責務の一環として、
地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４に基づいて示す技術的な助言です。

※ 本手引き内に掲載されている各都道府県の取組事例や目標等は、いずれも本手引き作成時点のものとなります。
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本手引きの位置付けと活用方法

◼ 都道府県等が主体となり、具体的な地域脱炭素施策の実行を強力に推進していくことが求められる中、各都道府県等による
実効性の高いアクションプランの策定に資するものとして、本手引きを作成した

本手引き作成の

背景

➢ 2050年ネット・ゼロの達成や、2030年までに温室効果ガスを2013年度比で46％削減するという目標を達成す

るためには、地域が主役となり、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素の実現が不可欠で

ある

➢ 令和７年２月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」において、「特に小規模な市町村については、人員・

専門人材不足による困難性や再生可能エネルギー等の効率的な導入・利用の観点を踏まえ、都道府県が、当

該都道府県の地方公共団体実行計画区域施策編に基づき実施することや、市町村が、都道府県や連携中枢

都市等と共同・連携して計画を策定し、及び実施することも推進する。」「都道府県は、市町村を包括する広域

の地方公共団体として、地域の脱炭素化を積極的に牽引することが期待される。」とされている

➢ 以上を踏まえ、都道府県や連携中枢都市等（以下「都道府県等」という。）が基礎自治体を巻き込み、更に

強力に地域脱炭素施策を進めていくことが求められている

本手引きの

位置付け・

目的

➢ 都道府県等が策定するアクションプランの実効性がより向上するよう、実効性が高いアクションプランを策定するため

に必要な要素や、各要素の考え方について、各都道府県が策定したアクションプランの分析やヒアリング調査に基

づき整理した

➢ 都道府県等が、アクションプラン・地方公共団体実行計画を策定・改定する際に、地方公共団体実行計画（区

域施策編）策定・実施マニュアル【簡易版】と併せて参照することを目的としている



２．理想的なアクションプランの在り方
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アクションプランと地方公共団体実行計画（区域施策編）の関係

◼ 本手引きにおける「アクションプラン」とは、都道府県等が策定する地方公共団体実行計画（区域施策編）又は関連文書に
おいて、具体的な脱炭素施策及びその実施目標を定めたものとする

パターン② 地方公共団体実行計画（区域施策編）
とは別の文書に定める場合

地方公共団体実行計画
（区域施策編）の一般的構成

概要

１ 区域施策編の基本的事項・背景・

意義

・区域施策編策定の背景・意義
・区域の特徴（自然的社会的条件及び各主体の特徴等）
・計画期間
・推進体制

２ 温室効果ガス排出量の推計・要因

分析
・区域の温室効果ガス排出状況

３ 計画全体の目標 ・区域施策編の目標

４ 温室効果ガス排出削減等に関する

対策・施策

・地方公共団体が実施する施策 
・施策の実施に関する目標
・区域の各主体との連携
・施策の実施体制

５ 地域脱炭素化促進事業に関する

内容

【都道府県】
・促進区域の設定に関する基準
【市町村】
・地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項
（促進区域、地域の環境の保全のための取組、地域の経済及び社
会の持続的発展に資する取組等）

６ 区域施策編の実施及び進捗管理 ・区域施策編の実施及び進捗管理 

・・・ アクションプラン
(区域施策編中ではなく、
関連文書として別に定
めることも可)

※ １～３及び６に関する事項は「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル【簡易版】」を、５に関する事項は「地方公
共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業編）」を参照。
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地方公共団体実行計画（区域施策編）の中にアクションプランを定める場合

◼ 区域施策編中において、地方公共団体が実施する施策、施策の実施に関する目標、区域の各主体との連携及び施策の実
施体制を「アクションプラン」として定めることが考えられる

地方公共団体が実施する施策 施策の実施に関する目標 区域の各主体との連携

出典：愛知県「あいち地球温暖化防止戦略2030（改定版）」（区域施策編として位置付け）
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地方公共団体実行計画（区域施策編）の関連文書としてアクションプランを策定する場合

◼ 区域施策編の関連文書としてアクションプランを策定する場合、区域施策編は部門別の施策など、脱炭素を推進する上での
方向性を示す計画、アクションプランは主体別の具体的な取組やその指標・目標を示す計画と棲み分けることが考えられる

◼ アクションプランとして別途策定することで、簡潔で分かりやすい計画を策定できるほか、進捗状況や社会動向に合わせたこまめな見
直しが可能となる

地方公共団体実行計画（区域施策編） アクションプラン

出典：高知県「高知県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」「第Ⅱ期高知県脱炭素社会推進アクションプランVer.３」

2028～
2030年度

（R10）～（R12）

2027年度
（R９）

2026年度
（R８）

2025年度
（R7）

2024年度
（R６）

取組の対象

重点施策項 目分野
番
号

●：行動○：支援

県民事業者行政

-●○

施設栽培での
保温対策や
効率的な加温
方法の普及に
よる省エネ対策

農業分野で
の省エネ化・
高効率化、
環境保全型
農業等の
推進

柱１

産業
部門

１

-●○
スマート農業の
推進

農林水産業
のスマート化
等の推進

柱１

産業
部門

２

関係機関・農家への節油対策情報の周知・技術の徹底

省エネ技術の確立（新たな技術の開発・実証）

ヒートポンプ等重油代替加温機や省エネにつながる機器の導入支援

環境負荷軽減への構造転換（IPM技術の普及拡大・堆肥の利用促進・有機農業の推進等）

県環境農業推進課：節油対策情報の生産現場に対する周知、補助金による省エネ技術 IPM技術等の導入支援

県農業イノベーション推進課：節油対策情報の生産現場に対する周知、補助金による省エネ技術の導入支援

県農業技術センター 農業関連機器メーカー：新たな省エネ技術 有機栽培技術等の開発

県農業振興センター 市町村 農業者団体：節油対策の徹底、省エネ技術 IPM技術 有機栽培技術等の実証

生産者：省エネ技術 IPM技術 有機栽培技術等の導入

関係機関・農家へのスマート農業機器・技術の周知（実演会・セミナー等の開催）

スマート農業技術の確立（新たな技術の開発・実証）

防除用ドローンや自律・リモコン式草刈機等の導入支援

県環境農業推進課：スマート農業機器 技術の周知（実演会 セミナー等の開催）、補助金によるスマート
農業機器の導入支援

県農業技術センター 農業関連機器メーカー：新たなスマート農業技術の開発

県農業振興センター：スマート農業技術の実証、産地や農業団体等の革新的な生産計画策定への支援

市町村：補助金によるスマート農業機器の導入支援

生産者・生産者協議会：スマート農業技術の実証、実装

農業支援サービス事業体の育成、リスト化等による農業者への周知



8

理想的なアクションプランの在り方

◼ 理想的なアクションプランとは、以下の3つの機能を備えたものである

• 目標やそれを実現するための具体的な指針となる「ガイドライン」機能

• 事業者・市町村・住民等のニーズや課題を把握して行動変容を促す「マーケティング」機能

• プランの進行管理を行い、事業者・市町村等との連携を促し、目標達成に向けたけん引を進める「ディレクション」機能

◼ ３つの機能を満たすために、アクションプランで検討すべき事項・運用で留意すべき事項は以下と整理される

ガイドライン

マーケティング

ディレクション

✓ アクションプランが絵に描いた
餅にならないよう、関係者が
納得できる目標が共有され、
目標に沿った明確な取組方
法が必要

✓ ターゲットの行動を変容させ
るために各主体（事業者、
市町村、住民等）のニーズ・
課題を把握した上で企画す
ることが必要

✓ アクションプランを実現させる
ため、品質・進行管理が適
切になされ、各主体（事業
者、市町村等）をけん引す
る機能が必要

①地域特性を踏まえた施策が設定されている
②全体目標の達成につながる各施策にそれぞ
れ目標が設定されている

③事業者、住民、市町村のニーズや課題を把
握し、それを踏まえて施策を設定し、役割分
担が整理されている

④アクションプランを推進および進捗管理・評価
する体制が整備されている

理想的なアクションプランの機能 アクションプランで検討すべき事項 アクションプランの運用で留意すべき事項

A.事業者、住民、市町村が脱炭素に取組む
行動変容につながる取組がなされている

B.アクションプランの施策を着実に実行するため
の予算が確保される
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理想的なアクションプランの目次構成（例）

◼ 前項で挙げた記載事項を網羅する場合のアクションプランの目次構成として以下が考えられる

◼ 計画の分量が多いことが重要なのではなく、記載すべき事項が網羅されていることが重要である

No 見出し（例） 主な記載内容
本手引き
関連ページ

１ 地方公共団体が実施する施策
• 部門別の温室効果ガス排出削減に向けた具体的な施策や取組
• 再生可能エネルギーの導入拡大に向けた具体的な施策や取組

p.12-15

２ 施策の実施に関する目標 • 各施策、取組の評価指標と目標値 p.16-21

３ 区域の各主体との連携
• 事業者・住民・市区町村との連携策
• 事業者・住民・市区町村における役割分担

p.22-23

４ 施策の実施体制
• 計画の進捗管理
• 進捗管理に当たっての庁内外の体制

p.24-25

５ 資料編 • 地域の現状分析の詳細データ等 p.12

注：上記は一例であり、各地域の特性、現行計画、上位関連計画等を踏まえ、目次構成を検討することが望ましい。



３．理想的なアクションプランの策定に向けた
検討のポイント
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対策・施策立案の流れ（例）

12月

１月

２月

３月

11月

９月

８月

４月
＜対策・施策の立案＞

既存施策の整理・検証

対策・施策案の決定 新規重点施策

対策・施策の
記載に関する

調整

財政担当部局
との調整

対策・施策の
検討

新規重点施策
の検討、予算
要求準備

第1回
• 地域の現状課題の整理
• 既存施策の庁内照会等
• 目指すべき将来像案

庁内検討会区域の自然的社会的
特性把握、排出量増減

要因分析

地域の強み（再エ
ネポテンシャル等）
や弱み（課題）の
洗い出し

無理に全部進めようとせず
できるところから検討

全体目標の設定

目指すべき将来像の
検討

第2回
• 全体目標案の説明
• 新規重点施策案

第3回
• 対策・施策
• 計画案取りまとめ

他都市事例等から、費用、
効果を把握し定量的に説明

温室効果ガス削減
のみを目的とするの
ではなく、地域課
題解決につながる
将来像を設定

根拠を定量的に示
して可能な限り首
長に説明

庁内照会結果の反映

意見の反映

行政以外がキープレイヤー
になる場合は、必要に応じ
てヒアリングや協議を実施

意見の反映

意見の反映

報告報告

結果報告
結果報告

＜将来像・目標設定＞

施策体系の作成

将来像との整合性に留意

温室効果ガス削減目標そ
の他の全体目標（短期、
中期、長期）の検討

庁内各部局の施策を網羅的に把握できて
いない場合は、各部局に一般的な施策の
一覧を配布の上、その実施状況を照会

◼ 区域の将来像や区域の特徴・排出要因を押さえながら、区域の各主体に期待する役割を明確にし、具体的な対策や施策を
立てる

報告
報告



12

①地域課題・特性を踏まえた施策設定

◼ 全体目標達成に向けて着実に取組を進めること、地域課題の解決や地方創生にも資する脱炭素の取組を進めるためには、地
域特性・地域課題を把握し、それを踏まえた具体的な施策を設定することが重要である

◼ 具体的な施策は、各地域の先進的な取組との関連性、上位計画の施策、事業者や外部委員との意見交換等を参考に検討
することが考えられる

地域特性・地域課題分析の目的

実効性を高めるポイント

◼ 各施策について、誰が・何を実施するのか具体的かつ分かりやすく示すことが、実効性の確保につながる
◼ 施策と地域特性・地域課題のつながりが明らかであると、施策の必要性・有効性の説得力が増す
◼ 一方で、地域特性・地域課題に関する細かなデータまで掲載すると、必要な施策が分かりにくくなる懸念がある。そのため、施策に直結する地域特性・地域課

題を抽出して掲載し、細かなデータは資料編に掲載する、別冊に掲載する等の工夫が考えられる
◼ 具体的な施策を記載する上では、庁内の関係部局の協力が不可欠。そのためには、関係部局の脱炭素に対する意識醸成が重要

基本的な考え方の例

◼ 施策設定では、例えば以下が参考となる
◼ 既に地域内で実施されている先進的な取組・特徴的な取組と関

連する施策を検討
◼ 総合計画、環境基本計画等の上位計画の施策を参考
◼ 事業者との意見交換（脱炭素の取組に積極的な事業者、排出

量が特に大きな事業者等）
◼ 把握・分析した地域特性を、計画策定に関与する会議体に提示

し意見聴取

◼ 各地域の特性や課題を分析することで、これを踏まえた具体的な施策を設定し、全体目標に向かって着実に取組を進めることにつなげる
◼ 地域課題を踏まえた地域脱炭素の取組は、地域課題の解決や地方創生にも資することが期待される

◼ 主に以下の項目について、地域特性・地域課題を把握・分析することが想定
される
◼ 温室効果ガス（全体排出量、部門別排出量、排出要因分析等）
◼ 再生可能エネルギー（導入量、導入ポテンシャル分析等）
◼ 地理的特性（再エネ導入や森林吸収量等に関わるもの）
◼ 産業構造
◼ 都市開発の動向
◼ 脱炭素の取組に積極的な事業者の動向（各地に連携できる有力

な事業者がいるのか）

地域特性・地域課題分析 地域特性・地域課題を踏まえた具体的な施策設定
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①地域課題・特性を踏まえた施策設定

地球温暖化対策推進法に基づく施策分類
関係する
排出部門

再生可能エネル
ギーの利用推進

事業者・住民の
削減活動の促進

地域環境の
整備・改善

循環型社会
の形成

住民

住宅等の脱炭素化の促
進

住宅への再生可能エネルギー設備の設
置促進

● ― ― ― 家庭部門

住宅等への省エネルギー設備・次世代
自動車等の設置促進

― ● ● ― 家庭、運輸部門

脱炭素型の住宅の整備 ● ● ● ― 家庭部門

脱炭素型のライフスタイル
の推進

家庭ごみの発生量の抑制、リユース・リ
サイクルの促進

― ● ― ● 廃棄物部門

事業者

工場・事業所等の脱炭
素化の促進

再生可能エネルギー設備の設置促進 ● ― ― ― 産業、業務部門

事業活動における環境
配慮行動の普及・促進

設備の運用改善、省エネ行動の推進 ● ● ● ―
産業、業務、運
輸部門

事業系ごみの発生量の抑制、リユース・
リサイクルの促進

― ● ― ● 廃棄物部門

行政

地方公共団体による事務事業編を通じた率先実行 ● ● ● ●
業務、運輸、廃
棄物部門

脱炭素型のまちづくりの
推進

都市機能の集約の促進、公共交通機
関の利用促進、EV充電インフラの整備

― ● ● ― 業務、運輸部門

◼ 住民に関する対策・施策は、主に家庭部門での排出量削減が対象となる

◼ 事業者に関する対策・施策は、主に産業部門（製造業等）、業務部門（サービス業等）での排出量削減が対象となる

◼ 地方公共団体は区域における事業者でもあることから、関係する排出部門は主に業務部門となる

◼ 各主体で共通して、移動に関するエネルギー起源CO2排出量の削減は運輸部門、ごみの削減に関する非エネルギー起源CO2

排出量の削減は廃棄物部門が対象になる。また、エネルギー供給事業者の自家消費に係る対策は、エネルギー転換部門の
削減に寄与する
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①地域課題・特性を踏まえた施策設定

◼ 高知県では、水資源や森林資源が豊富であるという地域特性を踏まえ、脱炭素の実現につながる「高知らしい取組」をアクショ
ンプランに掲載している

出典：高知県「第Ⅱ期高知県脱炭素社会推進アクションプランVer.３」
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①地域課題・特性を踏まえた施策設定

◼ 栃木県では、再生可能エネルギーに関する地域課題を踏まえた上で、施策の方向性と目指す姿を記載している

出典：栃木県「とちぎ再生可能エネルギーMAXプロジェクトアクションプラン」
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②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）

◼ 全体目標の達成に向けた進捗状況を把握し、必要な対策を講じていくため、指標と目標値を設定することが望ましい

◼ 進捗状況に基づく対策を講じていくために、指標は「定量的なもの」「容易に取得できるもの」が適している

◼ 施策の最終的な目的は各年の全体目標の達成であるため、各指標の目標値は、全体の目標値から逆算して設定することが
考えられる

◼ 削減目標の達成に向けた進捗状況を把握、管理し、必要に応じて施策の見直しや予算の重点化等の改善につなげる

◼ できる限り定量的であること
◼ 容易に取得できること（例：既存の統計調査で取得している、関係部局

や事業者への照会で容易に取得できる等）
◼ できる限り排出量の削減効果の算出につながる指標であること

基本的な考え方の例

指標設定 指標ごとの目標設定

指標・目標設定の目的

◼ 全体の目標を達成するために必要な行動量を目標として設定
◼ 会議体で、有識者、業界団体、事業者等と検討して設定
◼ 関連計画や上位計画との整合をとって設定

実効性を高めるポイント

◼ 指標・目標は設定することがゴールではなく、進捗状況を把握し、施策の見直しや予算の重点化等の改善につなげていくためのものである
◼ そのため、進捗評価が行いやすい定量的な指標であること、容易に取得できること等、活用することを見据えた指標設定が重要である（必ずしも排出量に

関するものでなくともよい）
◼ 全体目標に対する進捗を管理するため、削減効果の算出につながる指標を採用することが望ましい（ただし、普及啓発等、施策によっては直接的に排出

量削減につながる指標を設定できないこともある）
◼ 設定した指標ごとの目標は、進捗管理をする中で、現実との乖離が大きい場合は目標を見直すことも重要である
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②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）

◼ 施策ごとの実施に関する目標として考えられる内容の一例は、以下の表のとおり

部門・分野 施策例 目標として掲げる項目例

産業・業務
その他部門

事業者計画書制度の活用 
大規模排出事業者の温室効果ガ
ス排出量 

再エネ由来電力メニューによる電力
調達の推進

工場・事業場全体の電力排出係
数 

企業の省エネ取組への技術支援・
認証等 

環境マネジメントシステム登録事業
者数 

既存建築物の省CO2改修、設備
更新の推進 

断熱改修や高効率設備への更新に
関する支援数

環境保全活動（省エネ行動）表
彰制度 

表彰制度応募団体数

エネルギーマネジメントシステムの普
及促進 

BEMS、FEMS等普及率 

省エネ診断 省エネ診断実施件数 

設備導入補助
再生可能エネルギーによる発電設
備容量 

建築物計画書制度 省エネ基準適合の建築数 

新築・既築建築物のZEB化の推進 ZEBの件数 

家庭部門

家庭の省エネ診断 うちエコ診断実施件数 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 デコ活に取り組んでいる住民の割合 

屋根貸し事業 
太陽光発電・太陽熱利用設備設
置世帯数

建築物計画書制度 長期優良住宅認定総件数

脱炭素型住宅（断熱等）の情報
啓発、性能表示

脱炭素型住宅の性能表示数 

住宅建築物のZEH化の推進 ZEHの件数 

部門・分野 施策例 目標として掲げる項目例

運輸部門

エコドライブ講習の実施 エコドライブ講習会修了者数 

次世代自動車の普及促進 次世代自動車普及割合

ゼロカーボン・ドライブの普及促進 
自動車の電動化率、再エネと連携
した充電設備の数

個人車両より公共交通利用を促進
する街づくり政策の導入、誘導 

公共交通利用者数

廃棄物分野

廃棄物発生抑制 廃棄物発生量

廃棄物資源化の促進 廃棄物のリサイクル率 

森林由来J-クレジットの創出・活用
の促進 

J-クレジット制度におけるプロジェクト
登録数、クレジット利用数 

吸収源
森林経営活動の促進 

育成林における森林経営活動の実
施された面積

植林活動の促進 植林活動の実施された面積 

部門・分野
横断

環境教育・人材育成 環境講座実施件数

地球温暖化対策に関する普及啓
発 

地球温暖化対策に関する地域イベ
ント開催回数

再エネの地産地消の推進 再エネ導入量、再エネ自給率 

地域金融機関と連携した地域脱炭
素事業の推進

地域脱炭素化に資する融資の件数 
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②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）

導入ポテンシャルの定義

出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS(リーポス)】 サイトの目的と概要」
<https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/22.html>

◼ 再エネ導入ポテンシャルとは、エネルギーの採取・利用に関する制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資源量のこと

◼ エネルギーの採取・利用に関する制約要因はクリアしているが、事業性が良い（採算性がある）ものだけとは限らない

◼ 参考として、導入ポテンシャルを用いて推計されている自治体排出量カルテが活用できる

REPOS上に掲載されている再エネ導入ポテ
ンシャルは、実際に導入可能な設置容量や
発電電力量ではなく、一定の仮定を置いた
上での推計値であることに留意して活用いた
だきたい。

https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/22.html
https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/22.html
https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/22.html
https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/22.html
https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/22.html
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②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）

再生可能エネルギー導入状況に関するカルテ活用例

●区域の再生可能エネルギーの導入容量累積の経年変化
• 再エネ導入の推移と消費電力に対しての再エネ発電量の割合（対消費電力

FIT導入比）を比較することが可能

➢現状の消費電力に対する再エネ導入率の推移を可視化
［MWh］

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

太陽光発電（10kW未満） 42,329 47,257 51,881 55,912 60,623 65,086 69,836 74,715 81,464

太陽光発電（10kW以上） 82,841 112,484 134,163 152,138 174,877 188,558 212,324 218,718 231,764

風力発電 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水力発電 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地熱発電 0 0 0 0 0 0 0 0 0

バイオマス発電 ※2 10,575 14,079 14,079 14,079 14,079 17,942 17,942 17,942 17,942

再生可能エネルギー合計 135,745 173,820 200,123 222,129 249,579 271,586 300,101 311,374 331,170

区域の電気使用量　※4 2,670,489 2,653,615 2,871,976 2,652,336 2,584,369 2,480,788 2,571,196 2,630,404 2,630,404

5.1% 6.6% 7.0% 8.4% 9.7% 10.9% 11.7% 11.8% 12.6%対電気使用量FIT・FIP導入比※5

区域の再生可能エネルギーによる発電電力量※3

※2：バイオマス発電の導入設備容量は、FIT・FIP制度公表情報のバイオマス発電設備（バイオマス比率考慮あり）の値を用いています。

他にも…

⚫ 他の地方公共団体との比較
➢ 同規模・同条件の地方公共団体

との比較により、方針検討の参考に

再生可能エネルギー導入ポテンシャルに関するカルテ活用例

⚫ 区域内の再エネ導入ポテンシャルと再エネ導入量
・ 再エネポテンシャルに対する現状の導入状況を可視化

➢ 今後の再エネ導入可能性、導入可能量を把握
8）区域内の再エネ導入ポテンシャルと再エネ導入量（電気）

太陽光発電 5,072,857 313,228 6.2%

風力発電 61,358 0 0.0%

水力発電 0 0 -

地熱発電 0 0 -

再エネ導入量

［MWh］

再エネポテンシャルに

占める導入割合

再エネ導入ポテンシャ

ル［MWh］

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

太陽光発電 風力発電 水力発電 地熱発電

再エネ導入ポテンシャル 再エネ導入量

［MWh］

• 太陽光発電の導入量に対し、再エネ

ポテンシャル量が圧倒的に多い

• 陸上風力に若干のポテンシャルがある

➢ 太陽光発電をより一層普及させる

ポテンシャル（可能性）がある

ほかにも…

⚫ 他の地方公共団体におけるエネルギー需要に対する再エネ導入ポテンシャル

• 近隣地方公共団体との再エネポテンシャル比較により、再エネの導入が進む

先進事例の確認や再エネ不足自治体との協業が可能に

画像で使用したカルテの情報：
カルテ④ 3 区域のエネルギー消費量及び再生可能エ
ネルギー導入ポテンシャル・導入量の比較（電気）

画像で使用したカルテの情報：
カルテ④ 1 FIT・FIP制度による再生可能エネルギー（電気）
2) 区域の再生可能エネルギー導入容量累積の経年変化

該当するカルテの情報：
カルテ他の地方公共団体との比較（再エネ導入量・再エネポテンシャル）
1 再エネ導入量の比較

該当するカルテの情報：
カルテ他の地方公共団体との比較（再エネ導入量・再エネポテンシャル）
2 再エネ導入ポテンシャルの比較

◼ 自治体排出量カルテを利用して、再生可能エネルギーの導入状況及び導入ポテンシャルを確認することができる

◼ 再エネ導入目標を設定するに当たっては、地域の特性やポテンシャルを考慮しつつ、エネ種別に定量的に定めることが望ましい



20

②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）

◼ 栃木県では、部門別の削減目標を達成できるよう取組ごとの削減目標を定めるとともに、有識者による評価委員会で評価・検
証を行っている

出典：栃木県「2050年とちぎカーボン実現に向けたロードマップ」
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②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）

◼ 岩手県では、再生可能エネルギーの導入目標を設定した上で、再生可能エネルギーの導入を促進する施策を設定するとともに、
その施策について再エネ導入量以外の目標・指標も設定している

出典：岩手県「第２次岩手県地球温暖化対策実行計画」

再生可能エネルギー導入目標 再生可能エネルギー導入促進の施策・指標・目標値
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③事業者・住民・市区町村との連携・役割分担

◼ 各主体の実情を踏まえた目標設定・施策立案につなげるため、また、各主体が脱炭素を自分事として捉えて行動してもらうため、
各主体と連携して実情を把握すること、アクションプランで各主体の役割を明記することが望ましい

◼ 各主体の実情を把握し、都道府県等の施策立案、目標設定につなげる
◼ 各主体の役割を明確に示し、脱炭素を自分事として捉えて行動してもらう

事業者等との連携の目的

実効性を高めるポイント

◼ 事業者からの意見を聴取する上では、環境部局だけでなく、日頃から接点のある各部局から意見を聴取することも有効である
◼ 事業者と自治体が連携して進める事業では、自治体が事業者に任せきりにするのではなく、自治体が事業者をリードする姿勢で推進することが重要である
◼ 各業界、各地域で影響力のある方が参加する会議で取組の周知や脱炭素への呼びかけ等を行うと、各団体への波及効果が期待される
◼ 都道府県・市区町村それぞれの人員面・予算面の制約を踏まえ、事業者向けの補助や大規模排出事業者の対策を都道府県が、個人向けの補助や地域

固有の課題解決につながる取組を市区町村が実施する等、都道府県と市区町村とで役割分担をすることが求められる
◼ 各主体の連携強化等に当たっては、地球温暖化防止活動推進センター等の外部団体の活用・強化も有効である

基本的な考え方の例

事業者 住民 市区町村

◼ 省エネ行動の推進
◼ 地域と共生する再生可能エネルギーの積極
的な導入

◼ 環境に配慮した製品・サービスの提供

◼ 省エネ行動の推進
◼ 屋根置き太陽光パネル等の再生可能エネ
ルギーの積極的な導入

◼ 環境に配慮した製品・サービスの選択

◼ 市区町村の特徴、課題を踏まえた独自の
取組の推進、リード

◼ 地方公共団体実行計画の策定・推進
◼ 率先した脱炭素行動
◼ 中小事業者や住民の脱炭素行動支援

連携の
考え方

各主体
の役割

◼ 関係住民への理解醸成を図る
◼ 各業界の代表から、現状やニーズを把握し、
施策検討や目標設定の参考とする

◼ 各市区町村の代表が参加する会議等を開
催し、都道府県や各市区町村の取組、課
題感等の情報共有、意見交換を行う

◼ 実行可能性調査への支援、補助要綱等の
ひな型の提供等、各市区町村のニーズを踏
まえた支援策を講じる

◼ アンケートで住民の関心や取組を調査し、
施策検討の参考とする

◼ 計画策定・推進体制に関わる住民代表か
ら意見を聴取する



23

③事業者・住民・市区町村との連携・役割分担

◼ 福岡県では、県・市町村・県民・事業者の役割を同じ項目の中で分かりやすく示している。県の役割として、計画策定や取組が
困難な市町村に対する支援が明示されているほか、県民や事業者の期待役割も具体的に示している

出典：福岡県「福岡県地球温暖化対策実行計画（令和４年３月）」
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④計画・施策の推進・評価体制

◼ 各部局間の連携・調整を取り、全庁的に脱炭素を推進していくことが可能な庁内体制と、地域全体での脱炭素を推進し、アク
ションプランの進捗状況を評価・助言する庁外を含む体制の両方を整理することが望ましい

◼ 進捗状況の評価結果を踏まえ、次年度の取組の見直しや予算への反映等の改善につなげることが重要である

推進・評価体制構築の目的

実効性を高めるポイント

◼ アクションプラン全体の推進体制とは別に、各施策の進捗を管理し、各主体の役割を明確にするため、各主体が参加する定期的な会議を開催することが重
要である。それを受けて、都道府県等には、予算要求や補助金の活用等の必要な財源の確保に努めることが求められる

◼ 首長や部長級、各団体の代表者等が参加し、全体の方針等について確認する会議体と、各部局の担当者や各施策に関する有識者等が参加し、個別の
施策の進捗を管理する会議体との棲み分けを図ることが望ましい

◼ 庁内の他部局の脱炭素に対する意識を醸成する方策の一つとして、総合計画等のマスタープランや中長期的な予算編成方針に盛り込む等、行政の重点施
策に位置付けて推進することが考えられる

基本的な考え方の例

庁内 庁外

庁内 庁外

構成員
◼ 知事・副知事（市長・副市長）
◼ 各部局の代表者（部長等）
◼ 各部局の担当者（課長等）

役割
◼ 全庁的な取組の推進
◼ 庁内各課との連携・調整
◼ 計画の進捗管理

構成員

◼ 学識経験者
◼ 各業界団体の代表者
◼ 事業者の代表者
◼ 住民代表者

役割
◼ 地域全体での取組の推進
◼ 計画の進捗状況の評価
◼ 脱炭素の取組に対する助言等

◼ 業界団体等を巻き込んだ体制を構築することで、地域全体として脱炭素
施策を自分事として捉え、取組を一層推進する

◼ 会議体等によって計画の進捗状況等を客観的に評価し、次年度の取組
（施策の見直しや目標値の見直し、予算の重点化等）につなげる

◼ 環境部局だけでなく、各部局が連携する形で庁内体制を整えることで、各
部局からの協力を得やすくなり、具体的かつ円滑な脱炭素施策を一層推
進する
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④計画・施策の推進・評価体制

◼ 高知県では、推進体制の中に県民・事業者も位置付け、「オール高知」で推進する体制を明示するとともに、行政が県民・事
業者に普及啓発・支援することが簡潔に示されている。また、庁内の推進本部と外部委員会の関係が簡潔に示されている

出典：高知県「第Ⅱ期高知県脱炭素社会推進アクションプランVer.３」



４．アクションプラン策定後の取組
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A.各主体の行動変容に向けた取組

◼ アクションプランで事業者や住民向けの施策を設定しても、その意義や目的を理解していない状態では実効性は伴わない

◼ 事業者や住民向けの普及啓発策として、脱炭素に取り組むメリットを分かりやすく示す取組や、脱炭素に取り組むことにインセン
ティブを与える取組が行われている

脱炭素に取り組むメリットを示す事例

事業者向け（千葉県） 住民向け（福島県）

出典：千葉県「中小企業向け脱炭素化ガイドブック」

注：資料中の「ちばぎんSDGs
リーダーズローン」は、令和7年
4月に「ちばぎんリーダーズローン
NEXT」に商品改定を行ってお
り、中堅中小企業向けのオリジ
ナルのサステナブルファイナンス
商品となっている

出典：福島県「福島県2050カーボンニュートラル～一人一人ができることから始めよう！～」
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A.各主体の行動変容に向けた取組

◼ アクションプランで事業者や住民向けの施策を設定しても、その意義や目的を理解していない状態では実効性は伴わない

◼ 事業者や住民向けの普及啓発策として、脱炭素に取り組むメリットを分かりやすく示す取組や、脱炭素に取り組むことにインセン
ティブを与える取組が行われている

インセンティブを与える事例

住民向け（和歌山県）

出典：和歌山県「わかやまCO2CO2ポイントチラシ」

注：大阪府、神奈川
県でも同様の取組を先
行して実施している

事業者向け（岩手県）

CO2排出が少ない商品やサービスを購入・利用することで、ポイントを多く獲得することが
できる取組

出典：「いわて脱炭素化経営企業等（いわて地球環境にやさしい事業所）認定制度」概要チラシ

地球温暖化対策に積極的に取り組んでいる県内の事業者又は事業所を県が認定し、さ
まざまな優遇措置（例：県営建設工事競争入札参加資格審査における加点、地元金
融機関の独自ローンの利用、県の補助金における優遇措置等）を受けることができる
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B.予算確保

◼ 各事業の予算は「予算規模の整理」→「国等の補助金の検討」→「自主財源の検討」の順で検討することが考えられる

◼ 施策の実行に必要な予算を確保するため、計画の策定段階から財政部局と調整することも考えられる

◼ 財政部局との調整では、「排出量を●トン削減するには●円が必要」と、削減量と予算を紐付けた説明することが考えられる
また、計画策定後は、計画の評価結果や外部委員の意見等を根拠に予算の必要性を説明していくことが考えられる

予算確保の流れ

民間事業者と連携し、
事業の予算規模を整理

予算確保

国等の補助金が活用できない部分について
自主財源による実施の検討

国等の補助金の活用の検討※

参考事例

出典：令和7年度第1回富山県カーボンニュートラル推進本部会議資料１

◼ 富山県では、「富山県カーボンニュートラル戦略」の各施策に紐付く事業と予算を一覧化している
事業案を検討

※ 国の補助金のメニューは、脱炭素地
域づくり支援サイトに掲載。
(https://policies.env.go.jp/pol
icy/roadmap/supports/)


	スライド 0: 都道府県等が実効性の高いアクションプランを 策定するための手引き
	スライド 1: 目次
	スライド 2: １．本手引きの位置付けと活用方法
	スライド 3: 本手引きの位置付けと活用方法
	スライド 4: ２．理想的なアクションプランの在り方
	スライド 5: アクションプランと地方公共団体実行計画（区域施策編）の関係
	スライド 6: 地方公共団体実行計画（区域施策編）の中にアクションプランを定める場合
	スライド 7: 地方公共団体実行計画（区域施策編）の関連文書としてアクションプランを策定する場合
	スライド 8: 理想的なアクションプランの在り方
	スライド 9: 理想的なアクションプランの目次構成（例）
	スライド 10: ３．理想的なアクションプランの策定に向けた 検討のポイント
	スライド 11: 対策・施策立案の流れ（例）
	スライド 12: ①地域課題・特性を踏まえた施策設定
	スライド 13: ①地域課題・特性を踏まえた施策設定
	スライド 14: ①地域課題・特性を踏まえた施策設定
	スライド 15: ①地域課題・特性を踏まえた施策設定
	スライド 16: ②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）
	スライド 17: ②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）
	スライド 18: ②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）
	スライド 19: ②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）
	スライド 20: ②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）
	スライド 21: ②目標設定（施策別・取組別の目標・指標）
	スライド 22: ③事業者・住民・市区町村との連携・役割分担
	スライド 23: ③事業者・住民・市区町村との連携・役割分担
	スライド 24: ④計画・施策の推進・評価体制
	スライド 25: ④計画・施策の推進・評価体制
	スライド 26: ４．アクションプラン策定後の取組
	スライド 27: A.各主体の行動変容に向けた取組
	スライド 28: A.各主体の行動変容に向けた取組
	スライド 29: B.予算確保

